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①指導及び監査について



はじめに

指定障害福祉サービス等の事業の運営に
ついては、「障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律」又
は「児童福祉法」以下、省令、告示、岐
阜県条例の定めのほか、厚生労働省から
の各種通知において求められた基準を満
たす必要があります。

基準を満たさない運営がされた場合は県
から指導を行い、その指導に従わない場
合は、指定の取消を行うことがあります。
（取消の場合は法人名・事業所名・代表
者名・管理者名等を公表します。）



指導及び監査の実施方法

(1)集団指導
指定の場所に対象事業者を招集し、講習会方式により指導を行いま
す。（年１回の全事業所のほか、分野別に複数回、開設３ヶ月以内
の新規事業所向け集団指導を開催予定）

(2)運営指導
事業所・施設において、実地指導担当者が実地により関係書類等
の確認及びヒアリングを行うことにより実施します。（障害児入
所施設は原則毎年、その他施設・事業所は概ね３年に１回）

（3）監査
指定基準違反や、不正請求等が疑われるとき、その確認及び行政上の
措置が必要であると認める場合に実施します。

※監査については、事前通告なく（当日に通知）、立入検査を実施するな
ど、 より実効性のある方法で行います。違反が認められた場合
は、｢指定取消｣等の行政上の措置を機動的に行います。



指定取消・効力停止の主な事例（１）

■他都道府県における主な事例
（１）障害者の人格尊重義務違反（２号）

・従業員による虐待等。
【具体的事例】
職員が利用者に対して、日常的に侮辱的発言を行った（心理的虐待）
職員が利用者に対して、叩く、つねる、部屋に閉じ込める行為を行った（身体的虐
待）

（２）人員基準違反（３号）
・管理者及びサービス管理責任者の未配置。

（３）運営基準違反（４号）
・個別支援計画等に基づかないサービス提供。

（４）不正請求（５号）
・サービスを提供をしていない日について、虚偽のサービス提供記録及び
サービス提供実績記録表を作成して報酬を不正に請求。

【具体的事例】
利用実績がない日について虚偽の支援記録を作成し、サービス提供を行ったものと

して報酬の請求を行った。
サービス管理責任等が不在であるにも関わらず、必要な減算を行わなかった。



（５）虚偽報告（６号）
・監査における虚偽書類の提出（虚偽答弁）。

（６）監査の妨害・忌避（７号）
・監査における障害福祉サービス事業者の代表者の出頭拒否。
・事業所の営業の所在を不明な状態にし、監査の進行を妨げた。

（７）不正の手段による指定申請（８号）
・虚偽の人員配置による指定申請書類の提出。

【具体的事例】
児童発達支援管理責任者の配置が必要であることを認識していたが、実際に配置でき

る見込みがない人員を児童発達支援責任者として配置するとして、人員基準を満たす旨
の指定申請を行い不正の手段の指定を受けた。
生活支援員、職業指導員の配置が必要であることを認識していたが、実際には雇用す

ることなく、人員基準を満たす旨の虚偽の指定申請を行い不正の手段の指定を受けた。

指定取消・効力停止の主な事例（２）

※不正請求、不正の手段による指定申請、人員基準等の違反は実地指
導や給付額確認の際、必ず判明します。事業所の運営にあたっては、設
備・人員・運営に関する基準を遵守のうえ、適正な運営を心掛けてください。



②障害福祉サービス等情報公表制度について



【趣旨・目的】

この制度は、障害福祉サービス等の利用者やその家族が、公表された情報をもとに障害福祉サービス等事
業者やサービス内容を比較検討し、希望にあったものを適切に選択できるよう支援すること、また、障害福
祉サービス等事業者がこの制度への取組みを通じて、提供するサービスの質を向上していくことを目的として
います。

 ①独立行政法人福祉医療機構が運営する障害福祉サービス等情報公表システムを利用し、直接公表
システムに入力することにより、県へ報告することとなります。

 ②内容に不足等がなければ、承認→公表となります。不備等があれば、差し戻しますので修正後再度申
請してください。

 ③報告の基準日は、4月1日、報告の開始日は、5月1日です。
 ④報告の期限は、7月31日です。なお、新規に指定を受けた場合は指定を受けた日から2か月以内とな
ります。

・利用者保護等の観点から、事業者等から報告された障害福祉サービス等情報の根拠となる事実を確認
するために調査を行う場合があります。
・報告をしないとき、虚偽の報告をしたとき等は、是正命令や指定の取消し等の行政上の措置が規定されて
います。

【報告・公表方法】

障害福祉サービス等情報公表制度について

令和６年４月１日から、障害福祉サービス等情報公表システム上で未報告となっている場合、
事業所に減算が適用されますので、必ず報告いただくようお願いします。



【入力手順】

①障害福祉サービス等情報公表システムを開き、「ログイン
画面」をクリックします。

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/

②法人のログインID、パスワードを入力し、「ログイン」をクリック
します。
※ログインIDは原則法人で一つです。

※パスワード忘れた場合は、「パスワードをお忘れの場合はこ
ちら」をクリックすると、登録しているメールアドレスに仮パス
ワードが届きます。

※ログインIDを忘れた場合、メールアドレスを変更する場合は、
県障害福祉課までお電話ください。

（WAMNETトップ画面からはこちらログイン）

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/


③「事業所情報の照会・登録を行う」から、事業所情報を入力してください。

④７つのカテゴリ全て入力した後、「承認者へ申請する」から、承認申請を行います。
必須項目以外も入力が必要ですので、入力漏れがないか確認してください。

⑤障害福祉サービス等情報検索にて公表されます。

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do


③災害時情報共有システムの運用について



「災害時情報共有システム」概要と利用方法

１）災害時情報共有システムとは

災害発生時に、事業所の被災状況を事業所と自治体、国（厚生労働省）の間で情報共有するためのシステ
ムです。国を通じて被災状況の報告を求められた際に、事業所のパソコンやスタッフのスマートフォンを
使って、事業所の被害状況を的確に、簡単に知らせることができます。
自治体・国では、事業所から報告された被災状況を速やかに確認・把握した上で、必要な支援に
つないでいくことができます。

【このシステムでは】
・事業所の皆さんはスマートフォンやパソコン
で簡単に報告できます

・被災状況が的確に自治体に伝わります
・自治体では集計、報告等の負担が軽減されます

①都道府県（政令

市・中核市）あて
に被災状況の報告
を要請

②都道府県（政令市・

中核市）に所在する事
業所あてに被災状況の
報告を依頼

２）災害時の利用の流れ

災害発生！

障害福祉施設・

児童福祉施設など

③メールに添付さ

れたURLをクリッ
クし、報告画面か
ら登録します

④被害の変化に応じて、

一度報告した内容を手軽に
何度でも更新できます！

(参考)全国厚生労働関係部局長会議資料
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県ホームページ（URL：https://www.pref.gifu.lg.jp/page/16610.html）をご覧ください。

電子申請フォームより、災害時情報共有システム登録の必要事項をご回答ください。

「災害時情報共有システム」概要と利用方法

３）システムの特徴

１．災害が発生すると、災害の規模などから必要に応じ国(厚生労働省)が被災状況の報告を

求めます。国は都道府県（政令市・中核市）を通じ、事業所の皆さまへ報告を依頼しますが、

その際、事前に登録いただいた連絡先に専用のURLが送られますので、システムにアクセス

し、被災情報の報告を行っていただきます。（アクセスの際にID、PWは不要です。）

２．被災状況報告は、同じURLから複数回登録が可能ですので、状況変化に応じて、報告内容

を随時更新できます。

４）システムへの登録について ※岐阜市所管事業所を除く

困ったときは・・・

①被災状況報告指示メールを紛失してしまった！システムにアクセスできない。

→以下URL（https://www.wam.go.jp/s-saigai/DIS050100E00.do）にて、メールアドレス欄に施設連絡先メールアドレ

または災害時緊急連絡先を入力して、「被災状況登録メール送信」をクリックすると、メールを受信できます。

②システムからの連絡用メールアドレスや、災害時緊急連絡先の変更をしたい。

→①のURLからメールアドレス欄に施設連絡先メールアドレスを入力して、「施設情報登録メール送信」を
クリックすると、施設情報更新申請用メールが受信できますので変更申請をします。（操作説明書①と同じペー

ジを参照）

https://www.wam.go.jp/s-saigai/DIS050100E00.do


④令和７年度に義務化される事項について



令和７年度に義務化される事項の概要

項目 対象サービス 内容 義務化開始 未実施の場合

の減算

１
地域連携推進会議の

定期的な開催

施設入所支援

共同生活援助

①地域連携推進会議の年１回以上の

開催

②議事録の作成と公表

③年１回以上の事業所見学の機会の

提供

R7.4.1～ ―

２
感染症・非常災害発
生時の業務継続に向
けた取組の強化

全サービス

①業務継続に向けた計画等の策定

②研修の実施

③訓練（シミュレーション）の実施

R6.4.1～

R7.4.1より全

サービス対象

（経過措置終

了）

３
支援プログラムの公

表

放課後等デイサー

ビス

児童発達支援

居宅訪問型児童発

達支援

①支援プログラムの策定

②支援プログラムの公表

③県への届出

R7.4.1～ R7.4.1～

（その他）【自己評価結果等未公表減算】
※令和７年４月１日から保育所等訪問支援にも適用されます。



＜地域連携推進会議の設置＞

①年１回以上、事業所の運営状況を報告するとともに必要な要望、助言等を聴く機会を
設けること。
②会議での報告・要望・助言等についての議事録を作成、公表すること。議事録は５年間
保存すること
③年１回以上、構成員が事業所を見学する機会を設けること。

※複数の共同生活住居（サテライトを含む）を設置している場合は、住居ごとに見学する機会を設けること

◆地域連携推進会議(会議の構成例)

➢地域の関係者を含めた外部の方が参画し、施設と地域等が連携することにより地域との関係づくりやサービスの透
明性・質の確保、利用者の権利擁護等を実現するための会議体。
➢利用者及びその家族、地域住民の代表者、福祉や経営について知見を有する方や市町村の担当者などにより構成

参照：厚生労働省において令和５年度に作成された『地域連携推進会議の手引き』等をご確認いただき、地
域連携推進会議の開催などにお取り組みいただきますようお願いいたします。
『地域連携推進会議の手引き』等については、以下の厚生労働省ホームページを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41992.html

①地域連携推進会議の定期的な開催
（対象：施設入所支援、共同生活援助）

◆ ４つの目的
・利用者と地域の関係づくり
・地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進
・施設等やサービスの透明性・質の確保
・利用者の権利擁護



＜地域連携推進会議及び住居訪問等に代える措置について＞
地域連携推進会議の設置等に代えて、サービスの第三者評価等の実施を行うことも可能。
⇒「岐阜県福祉サービス第三者評価推進審議会」が認証する第三者評価機関による評価が対象。

評価を希望される事業者は、ホームページ記載の各第三者評価機関へお問い合わせください。
●岐阜県福祉サービス第三者評価事業推進審議会ホームページ
ホームページアドレス https://www.pref.gifu.lg.jp/page/6536.html

※第三者評価機関においておおむね1年に1回以上評価を受け、サービスの第三者評価等の実施状
況（実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果）を公表するとともに、その記
録を5年間保存すること。

①地域連携推進会議の定期的な開催
（対象：施設入所支援、共同生活援助）

【その他留意事項】
（１）会議の構成員として、 「市町村担当者等」については、所在市町村に多数の
施設等がある場合等、毎回の参画は難しい場合もあるため任意です（可能な範囲で参
加が望ましいです）。
（2）会議は、対面実施、見学は施設等への現地訪問を原則としつつ、構成員の都合
により、オンラインで行うことも可能です。
（３）会議の設置は、指定を受けた事業所単位となります。会議の開催は、指定を受
けた事業所単位で開催することが基本ですが、事業所において、複数の共同生活住居
を設置している場合には、その共同生活住居ごとに年１回以上、地域連携推進員が訪
問する機会を提供してください。



②感染症・非常災害発生時の業務継続に向けた取組の強化
（対象：全てのサービス）

（１）業務継続計画の策定
◆感染症に係る業務継続計画と災害に係る業務継続計画を策定すること。
※業務継続計画には、下表の項目等を記載してください。

※各項目の記載内容については、「障害福祉サービス事業所等における新型コロ
ナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「 障害福祉サービス事
業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照してください。

（次スライドに厚生労働省HPのURLを掲載しています。）

※感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではあり

ません。

感染症に係る業務継続計画 災害に係る業務継続計画

(ア)平時からの備え（体制構築・整備、
感染症防止に向けた取組の実施、装備
品の確保等）

(ア)平常時の対応（建物・設備の安全
対策、電気・水道等のライフラインが
停止した場合の対策、必要品の備蓄
等）

(イ) 初動対応 (イ) 緊急時の対応(業務継続計画発動
基準、対応体制等）

(ウ) 感染拡大防止体制の確立(保健所
との連携、濃厚接触者への対応、関係
者との情報共有等)

(ウ) 他施設及び地域との連携



②感染症・非常災害発生時の業務継続に向けた取組の強化
（対象：全てのサービス）

※業務継続計画の策定については厚生労働省HPにおいて、業務継続計画の作成を

支援するための研修動画及びガイドライン等が紹介されています。自然災害編

と新型コロナウイルス感染症編に分かれて掲載されています。以下のWAMNET

のホームページを参照ください。

URL:https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/dprevent/dprevent007.html

業務継続計画策定に係る
研修動画（該当サービ
ス）をご視聴ください。

業務継続計画ガイドライン及び
ひな形を参照いただき、事業所
ごとの業務継続計画を策定して
ください。

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/dprevent/dprevent007.html


②感染症・非常災害発生時の業務継続に向けた取組の強化
（対象：全てのサービス）

（２）業務継続計画の周知及び定期的な研修・訓練の実施
◆ 研修において、業務継続計画の具体的内容を職員に共有すること。
◆ 訓練において、事業所内の役割分担の確認や、感染症や災害の発生時に

実践する支援の演習等を実施すること。
◆全従業者に対して実施すること。
◆ 定期的に実施（年１回以上（入所施設では年２回以上））すること。
◆ 研修・訓練の実施記録を作成すること。

（３）業務継続計画の定期的な見直し
◆ 業務継続計画において、あらかじめ役割分担を明確にし、情報を正しく

把握した上で、意思決定者から指示できる仕組みが必要。
（例）各担当者を決めておく、連絡先を整理する、必要な物資を整理しておく、事
       業所内で共有する等

◆ 研修・訓練で生じた課題を踏まえて、定期的に見直すこと

居宅介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、就労定着
支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支
援、地域移行支援、地域定着支援のサービスについても令和7年度から減算適用



③支援プログラムの公表
（対象：児童発達支援、放課後等デイサービス）

◆事業所の支援プログラムの作成・公表
・指定基準の規定に基づき、５領域（「健康・生活」、「運動・感覚」、「認
知・行動」、「言語・コミュニケーション」及び「人間関係・社会性）」を含む
総合的な支援内容との関連性を明確にした支援の実施に関する計画（支援プログ
ラム）を作成し、公表すること。
・公表は、インターネットの利用その他の方法により、広く公表すること。
・公表方法、公表内容について、県に届け出ること。

公表の義務化（令和６年４月１日～）、減算適用は令和７年４月１日から
（届出がされていない月から届出がされていない状態が解消されるに至った月ま
で、障害児全員について減算）

【支援プログラム未公表減算】
減算額：所定単位数の１５％減算
減算期間：届出がされていない月から解消した月まで適用



⑤就労選択支援について
就労選択支援に係る関係政令・省令・告示や、事業の実施上の留意事項など
を定めた通知等について、令和６年度内を目途に厚生労働省より公布・発出
される見込みです。
就労選択支援の指定申請に係る申請書類等とあわせて、改めて通知します。











⑥令和７年４月の体制届の取扱い
（前年度または前年度末日の実績に応じて基本報酬の算
定区分や加算単位数が決まるもの）



○介護給付費及び障害児給付費等算定に係る体制等に関する届出書について

は、通常、算定を開始する前月の１５日以前に提出された場合には、翌月１日か
ら算定することとされています。

ただし、前年度または前年度末日の実績に応じて基本報酬の算定区分や加算単
位数が決まるものについては、県が指定する期限までに届出があり、要件等の不
備がなく受理可能となれば、４月１日に遡っての算定を認めることとしています。
該当がある場合は、下記により遅滞なく届出いただきますようお願いします。

提出期限：４月１５日（火）（消印有効）

○ 年度当初の点検を要する報酬・加算等（前年度の実績が算定要件）

前年度の実績が報酬・加算の算定要件とされているものについては、年度当初に
おいて必ず自己点検を行ってください。自己点検を行った結果、変更がある場合
は、県が指定する期日までに届け出てください。なお、必要に応じて提供いただく
場合がありますので、届出の有無にかかわらず、前年度実績に基づいた見直し結
果の積算資料は必ず保管してください。

※詳細については、令和７年３月２６日（水）付け「令和７年度介護給付費及び障
害児給付費等算定に係る体制等に関する届出書の提出について（通知）」を発出
しておりますので、ご確認ください

年度当初に必要となる届出
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⑦福祉・介護職員等処遇改善加算に
ついて





※ 計画書等の新様式・計画書及び実績報告書の提出については、別途通知します。



今後のスケジュール・通知の掲載箇所について

・今後のスケジュール

３月１９日（水）：令和７年度処遇改善計画書（新様式）等を通知

４月１５日（火）：令和７年度処遇改善計画書の提出期限

⇒旧様式の使用は不可。

⇒４月、５月分の処遇改善加算を算定する場合は、継続、新規を問わ

ず、４月１５日までに令和７年度処遇改善計画書（新様式）を提出してくだ
さい。

⇒期限より遅れた場合は、通常の取扱いと同様、前々月末日までに提出の
あったものについて、翌々月から算定開始となります。（４月１６日提出⇒
６月１日より算定）

・通知掲載箇所（提出方法、様式等はこちらをご確認ください）

○岐阜県ホームページ

トップ > 子ども・女性・医療・福祉 > 障がい者 > 障がい福祉サービス事業等

事業者向け情報 > 指定事業者の皆様への通知・照会等 > 令和６年度

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/358458.html

○通知216.令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算に関する届出等について(R7年3月19
日）

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/358458.html


⑧障害福祉人材確保 ・職場環境
改善等事業について









・今後の想定スケジュール
４月上旬 ：要綱・計画書等を通知

⇒４月中に申請受付を開始するように想定
・通知掲載箇所（事業概要等はこちらをご確認ください。）
○岐阜県ホームページ
トップ > 子ども・女性・医療・福祉 > 障がい者 > 障がい福祉サービス事業等
事業者向け情報 > 指定事業者の皆様への通知・照会等 > 令和6年度
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/358458.html
208.障害福祉人材確保・職場環境改善等事業費補助金の概要について(R7年3月3日）

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/358458.html


窓 口

【事前相談及び申請受付所管課】

○ 岐阜県内の市町村(岐阜圏域の市町を除く。)
    にある事業所・施設

   〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南２-１-１
                         岐阜県庁１２階
岐阜県健康福祉部障害福祉課 事業所指導係

○ 岐阜圏域の市町(羽島市、各務原市、山県市、
    瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町(岐
    阜市を除く。))にある事業所・施設

〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-53
                         OKBふれあい会館第2棟4階
岐阜県健康福祉部 岐阜地域福祉事務所 福祉課

地域福祉第二係



お願い

障害福祉サービス事業所等
の関係者の方々へのおねがい

お手数をおかけしますが、変更届や
体制届等の提出以外のご用件につ
きましては、事前に担当者へメール
や電話によりご連絡いただき、日程
を相互調整いただいたうえで来庁を
お願いいたします。



岐阜県のホームページ

http://www.pref.gifu.lg.jp/page/545.html

通知・照会等

申請・変更届・体制届 等の様式

更新申請

事故報告

http://www.pref.gifu.lg.jp/page/545.html


基準条例

研修関係

就労支援等の事業に関
する会計処理の取扱い



加算状況

報酬の状況を確認
してください。





ご清聴ありがとうございました。
続いて、各サービス編、虐待防止、
研修計画のご視聴をお願いします。
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